
  一 一 

 
 
 

養
ほ
う
振
興
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

 

養
ほ
う
振
興
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 
 

養
蜂
振
興
法 

 

第
一
条
中
「
法
律
は
」
の
下
に
「
、
養
蜂
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
、
農
作
物
等
の
花
粉
受
精
に
お
い
て
養
蜂
が
果
た
す
役

割
の
重
要
性
等
に
鑑
み
」
を
加
え
、
「
み
つ
ば
ち
」
を
「
蜜
蜂
」
に
、
「
ほ
う
群
」
を
「
蜂
群
」
に
、
「
は
ち
み
つ
及
び
み
つ

ろ
う
」
を
「
蜂
蜜
、
蜜
ろ
う
、
ロ
ー
ヤ
ル
ゼ
リ
ー
等
の
蜜
蜂
に
よ
る
生
産
物
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
中
「
は
ち
み
つ
」
を
「
蜂
蜜
」
に
、
「
み
つ
ろ
う
」
を
「
蜜
ろ
う
」
に
、
「
み
つ
ば
ち
」
を
「
蜜
蜂
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
の
見
出
し
中
「
養
ほ
う
業
者
」
を
「
蜜
蜂
の
飼
育
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
業
と
し
て
み
つ
ば
ち
の
飼
育
を
行

う
者
（
以
下
「
養
ほ
う
業
者
」
と
い
う
。
）
」
を
「
蜜
蜂
の
飼
育
を
行
う
者
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 

た
だ
し
、
業
と
し
て
蜜
蜂
の
飼
育
を
行
う
者
（
以
下
「
養
蜂
業
者
」
と
い
う
。
）
以
外
の
者
が
蜜
蜂
の
飼
育
を
行
う
場
合

で
あ
つ
て
、
農
作
物
等
の
花
粉
受
精
の
用
に
供
す
る
た
め
に
蜜
蜂
の
飼
育
を
行
う
場
合
そ
の
他
の
蜂
群
配
置
の
適
正
の
確
保

及
び
防
疫
の
迅
速
か
つ
的
確
な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め



 

 

二 

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

第
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
ほ
う
群
数
」
を
「
蜂
群
数
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
第
二
項
中
「
前
項
の
届
出
事
項
に
関
し
」
を
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項
に
」
に
改
め
、
「
と
き
は
」
の
下
に
「
、
農
林
水
産
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
加
え
、
「
前
項
の
都
道
府
県
知
事
」

を
「
同
項
の
都
道
府
県
知
事
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
た
だ
し
書
の
農
林
水
産
省
令
は
、
各
都
道
府
県
に
お
け
る
養
蜂
の
実
情
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
定
め
る
も
の
と

す
る
。 

 

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
の
内
容
に
他
の
都
道

府
県
の
区
域
を
飼
育
の
場
所
と
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
届
出
の
内
容

を
当
該
他
の
都
道
府
県
の
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
四
条
の
見
出
し
中
「
転
飼
養
ほ
う
」
を
「
転
飼
養
蜂
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
養
ほ
う
業
者
」
を
「
養
蜂
業
者
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
ほ
う
群
数
」
を
「
蜂
群
数
」
に
、
「
附
す
る
」
を
「
付
す
る
」
に
改
め
る
。 



  三 三 

 
第
十
条
中
「
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
」
を
「
第
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
届
出
を
せ

ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者
」
に
、
「
一
万
円
」
を
「
十
万
円
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。 

 

第
九
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
中
「
第
六
条
」
を
「
第
七
条
」
に
、
「
一
万
円
」
を
「
二
十
万
円
」
に
改
め
、
同
条

を
第
十
二
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
罰
則
）
」
を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
十
三
条 

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を

拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁

を
し
た
者
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

第
八
条
中
「
養
ほ
う
業
者
」
を
「
養
蜂
業
者
」
に
、
「
養
ほ
う
業
の
」
を
「
養
蜂
業
の
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す

る
。 

 

第
七
条
第
一
項
中
「
養
ほ
う
」
を
「
養
蜂
」
に
、
「
み
つ
源
」
を
「
蜜
源
」
に
、
「
ほ
う
群
数
」
を
「
蜂
群
数
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
ほ
う
群
配
置
」
を
「
蜂
群
配
置
」
に
、
「
転
飼
養
ほ
う
」
を
「
転
飼
養
蜂
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す

る
。 

 

第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
は
ち
み
つ
」
を
「
蜂
蜜
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加



 

 

四 

え
る
。 

 

（
蜂
群
配
置
の
適
正
等
を
図
る
た
め
の
都
道
府
県
の
措
置
等
） 

第
八
条 
都
道
府
県
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
に
お
け
る
蜂
群
配
置
の
適
正
及
び
防
疫
の
迅
速
か
つ
的
確
な
実
施
を
図
る
た

め
、
蜜
蜂
の
飼
育
の
状
況
及
び
蜜
源
の
状
態
の
把
握
、
蜂
群
配
置
に
係
る
調
整
、
転
飼
の
管
理
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

都
道
府
県
は
、
前
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
養
蜂
業
者
、
養
蜂
業
者
が
組
織
す

る
団
体
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
蜜
蜂
の
飼
育
の
状
況
並
び
に
蜜
蜂
の
譲
渡
及
び
貸
出
し
の
状
況
の
把
握
に
関
し
、
情
報

の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
報
告
及
び
立
入
検
査
） 

第
九
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
養
蜂
業
者
に
対
し
、
蜜
蜂
の
飼
育
の
状
況
に
関

し
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
そ
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
必
要
な
場
所
に
立
ち
入
り
、
蜜
蜂
の
飼
育
の
状

況
若
し
く
は
巣
箱
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な



  五 五 

ら
な
い
。 

３ 
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

第
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
み
つ
源
植
物
」
を
「
蜜
源
植
物
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
蜜
源
植
物
の
病
害
虫
の
防
除
及
び
蜜
源
植
物
の
増
殖
に
係
る
活
動
へ
の
支
援
そ
の
他
の
蜜
源

植
物
の
保
護
及
び
増
殖
に
関
し
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
蜜
蜂
の
適
切
な
管
理
） 

第
五
条 

蜜
蜂
の
飼
育
を
行
う
者
は
、
衛
生
的
な
飼
養
管
理
を
行
う
等
蜜
蜂
の
適
切
な
管
理
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

都
道
府
県
は
、
蜜
蜂
の
適
切
な
管
理
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
蜜
蜂
の
管
理
に
関
す
る
指
針
の
策
定
及
び
周
知
そ
の
他
の
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 

 

六 

 
（
経
過
措
置
） 

２ 
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 



  七 七 

 
 
 
 

 

理 

由 
近
年
の
養
蜂
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
、
農
作
物
等
の
花
粉
受
精
に
お
い
て
養
蜂
が
果
た
す
役
割
の
重
要
性
等
に
鑑
み
、
養

蜂
の
振
興
を
図
る
た
め
、
養
蜂
業
者
に
課
さ
れ
て
い
る
養
蜂
の
届
出
義
務
を
養
蜂
業
者
の
ほ
か
蜜
蜂
の
飼
育
を
行
う
者
に
も
課

す
る
と
と
も
に
、
蜂
群
配
置
の
適
正
等
を
図
る
た
め
の
都
道
府
県
の
措
置
、
蜜
源
植
物
の
保
護
及
び
増
殖
に
関
す
る
施
策
等
に

つ
い
て
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 


